
鳥取市森林整備担い手育成総合対策事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市森林整備担い手育成総合対策事業補助金（以下「本補助金」

という。）について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

  

（交付目的） 

第 2 条 本補助金は、森林整備の担い手である林業労働への新規参入を促進するために必

要な補助金を交付し、もって本市林業の振興を図ることを目的とする。 

 

（補助対象事業） 

第３条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、鳥取県

森林整備担い手育成総合対策事業費補助金交付要綱（平成 29 年 3 月 23 日付第

201600189208 号鳥取県農林水産部長通知）及び鳥取県森林整備担い手育成総合対策事

業実施要領（平成 29 年 3 月 23 日付第 201600189232 号鳥取県農林水産部長通知）に

基づいて実施される事業のうち、別表の第１欄に掲げる事業とする。 

 

（補助対象事業者） 

第４条 本補助金の交付の対象となる者は、補助対象事業を行う別表第２欄に掲げる者と

する。 

 

（補助金の算定等） 

第５条 本補助金は、補助対象事業に要する別表第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経

費」という。）の額に、同表第４欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た

額（１円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げる。）以内で算定し、予算の範囲内

で交付する。 

 

（交付申請等） 

第６条 規則第４条の交付申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様

式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 
（承認を要しない変更） 

第７条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、本補助金の増額以外の変更とする。 
 
（実績報告の時期等） 

第８条 規則第１２条の規定による報告は、補助対象事業の完了、中止若しくは廃止の日

から１０日を経過する日又は本補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い

日までに行わなければならない。 

２ 第１２条の報告書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号及

び様式第２号によるものとする。 



 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、農林水産部長が

別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年６月２４日から施行し、平成１７年４月１日以降に着手する事

業から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年５月１日から施行し、平成２９年度の補助事業から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年５月２４日から施行し、平成３０年度の補助事業から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年５月２２日から施行し、令和元年度の補助事業から適用する。 



別表（第３条、第４条、第５条関係） 

１ 
補助事業 

２ 
補助対象者 

３ 
補助対象経費 

４ 
補助率等 

雇用条件改善事業（社

会保険料掛金助成事

業） 

林業事業体（次の各号のいずれかに該当するもの） 
（１）森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者（森林法（昭

和 26 年法律第 249 号）第２条第２項に規定する森林所有者をいう。）

の組織する団体 
（２）造林業、育林業又は素材生産業を営む者 
（３）前号に掲げる者の組織する団体 
（４）前３号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる一般社団法人及び

一般財団法人 

雇用する林業労働者（鳥取市に住所を

有する者に限る）に係る健康保険、介

護保険及び厚生年金の事業主負担に

要する経費(本補助金の申請年度に負

担した掛金を対象とする。) 

１／２ 



様式第１号（第６条、第８条関係） 
 

年度 鳥取市森林整備担い手育成総合対策事業計画(報告)書 
 
１．事業の目的 
 
２．事業計画（実績） 
（１）経費の総括 

区分 対象者数 事業費 
補助事業に要する

(した)経費 
負担区分 

備考 
市補助金 その他 

社会保険料掛金

助成事業 

名 円 

 
円 円 円 

 
 

 

計       

 
（２）事業計画（実績）表 
  雇用条件改善事業（社会保険料掛け金助成事業） 

事業実施

主体名 
対 象 者 
氏  名 

補助対象年数 
(雇用開始年月日) 

就労 
日数 
（※1） 

事業費 
補助事業に要する

(した)経費 
負担区分 

備考 
(算出基礎)（※2） 

市補助金 その他 健康 年金 
  

 

  年目 
（  年 月 日） 

 

日 
 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

円 
 

         

         

計 名         

※1 中途採用の場合は、括弧書きにすること。 
※2 備考の欄に、健康保険（介護保険を含む）、厚生年金の事業費内訳を記載すること。 
 
３．事業完了（予定）年月日 
     年  月  日 
 
４他の補助金の活用 
（１）他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） 
 ※他の補助金の活用の有無について、「有」、「無」のいずれかに○をすること。 
（２）活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問い合わせ先 
※「有」の場合に記載すること。 

補助金名  

事業内容  

補助金に係る問い合わせ先 
（補助金を所管している部署名や団体名及び連絡先） 



様式第２号（第６条、第８条関係） 
 

年度 鳥取市森林整備担い手育成総合対策事業(雇用条件改善事業)収支予算（決算）書 
 
１．収入の部                                     単位：円 

区分 予算額 精算額 
（比較増減） 

備考 
（増） （減） 

社会保険 
料掛金 
助成事業 

市補助金   

その他   

計   

※他の補助金を活用している場合は、備考欄に具体的に記入すること。 
 
 
２．支出の部                                     単位：円 

区分 予算額 精算額 
（比較増減） 

算出基礎 
（増） （減） 

健康保険   

厚生年金   

計   

（注）「区分」欄には、補助対象経費費目を記載する。 


